
 議案第１７号 

   墨田区立幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年２月２日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   墨田区立幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正する条例 

 墨田区立幼稚園の保育料等に関する条例（昭和５５年墨田区条例第３７号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「墨田区立幼稚園」を「区立幼稚園（墨田区立幼稚園設置条例（昭和４３

年墨田区条例第２５号）に基づき設置された幼稚園をいう。以下同じ。）」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （入園料及び保育料） 

第２条 区立幼稚園を利用する支給認定子ども（子ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号）第２０条第４項に規定する支給認定子どもであって、同法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する満４歳に達する日以後の最初

の４月１日から小学校就学の始期に達するまでの者に限る。以下同じ。）の保護者

は、入園料及び保育料を納付しなければならない。ただし、８月分の保育料は、納

付することを要しないものとする。 

２ 前項の入園料の額は、１，５００円とする。 

３ 第１項の保育料の額は、世帯の所得の状況その他の事情に応じ、別表に定める額

とする。 

 第５条中「教育委員会規則」を「墨田区教育委員会規則（以下「教育委員会規則」

という。）」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表 

階   層   区   分 月  額 
   



   

第１階層 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保

護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支

援給付受給世帯 

０円 

第２階層 
市町村民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯（第１

階層に該当する世帯を除く。） 
１，５００円 

第３階層 

市町村民税の所得割の額が

次の区分に該当する世帯

（第１階層及び第２階層に

該当する世帯を除く。） 

７７，１００円以下 ５，７００円 

第４階層 
７７，１０１円以上 

２１１，２００円以下 
６，７００円 

第５階層 
２１１，２０１円以上 

２５６，３００円以下 
７，６００円 

第６階層 ２５６，３０１円以上 ８，５００円 

 
 

 備考 

  １ この表において「市町村民税」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）をいい、

「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第２９２条第１項第１号及び

第２号に規定する均等割及び所得割（それぞれ同法の規定による特別区民税に

係るものを含む。）をいう。ただし、所得割の額の計算においては、教育委員

会規則で定める法令の規定を適用しないものとする。 

  ２ 世帯の階層区分を区が保有する情報又は証明書等により確認することができ

ない場合にあっては、第６階層の区分に該当する世帯とみなしてこの表を適用

する。 

  ３ ４月から７月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の市町村民税の課

税状況に基づき、９月から翌年３月までの月分の保育料の額にあっては当該年

度分の市町村民税の課税状況に基づき算定するものとする。 

  ４ この表の規定にかかわらず、教育委員会規則で定める支給認定子どもに係る

保育料の額は、同表に掲げる額を限度として教育委員会規則で定める額とする。 

   付 則 



 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表（以下「改正後別表」という。）の規定の適用につ

いては、平成２７年度から平成２９年度までの間においては、次の表の左欄に掲げ

る年度の区分に応じ、改正後別表の規定中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

平成２７年度 ６，７００円 ５，７００円 

７，６００円 ５，７００円 

８，５００円 ５，７００円 

平成２８年度 ６，７００円 ６，０００円 

７，６００円 ６，３００円 

８，５００円 ６，７００円 

平成２９年度 ６，７００円 ６，３００円 

７，６００円 ６，９００円 

８，５００円 ７，６００円 

 

 

（提案理由） 

 子ども・子育て支援法の制定により幼稚園の利用について施設型給付制度が創設さ

れることに伴い、保育料の月額を改定する必要がある。 


